
熊本県私立中学高等学校 

教員希望者履歴情報預託制度実施要項 

 

熊本県内の私立中学及び高等学校の教員採用は、公立学校と異なりすべて

個々の学校が独自に行っています。熊本県私立中学高等学校協会では、協会加入

の私立学校の求めに応じて教員希望者の情報を提供するため、下記により教員

希望者履歴情報（「履歴書の写しその他履歴事項が記載されたものをいう。以下

同じ。）の預託を受け付けます。 

 

記 

1 対象教科 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 対象者 

 ・ 高等学校：高等学校教員免許状所有者又は年度内に取得見込みの者。 

・ 中学校：中学校教員免許状所有者又は年度内に取得見込みの者。 

 (中学校を併設する高等学校を志望する場合は、高等学校と中学校両方の

教員免許状が必要となる場合があります。） 

(注意) 免許状更新講習の受講については、あなたが現在居住している都道

府県の教育委員会にお尋ねください。 

 

 国語  芸術 (工芸) 

 地理・歴史（世界史）  芸術 (書道) 

 地理・歴史(日本史)  外国語(英語) 

 地理・歴史(地理)  外国語 (その他) 

 公民  家庭 

 数学  情報 

 理科(物理)  工業 

 理科 (化学)  商業 

 理科 (生物)  看護 

 理科 (地学)  福祉 

 保健  養護 

 保健体育  学校図書館司書 

 芸術(音楽)  中学校技術 

 芸術 (美術) 
 



3 受付期間 

  随時受け付けます。 

 

4 有効期限 

提出日に係る年度の翌年度の４月末日 

 

5 提出物 

(1) 履歴情報 

• Ａ４サイズ（297×210mm）)に限ります。様式は問いませんができるだけ

市販の履歴書様式を利用して作成してください。 

• 教員免許の種類、教科（必要に応じて、後述第９の専攻科目を付記する 

こと。）、有効期限又は修了確認期限、連絡先及び電話番号等を明記して 

ください。 

• 常勤・非常勤その他勤務形態の希望がありましたら記載してください。 

• 写真の画像(提出前 3 ヶ月以内に頭頂部から胸部までが撮影されたもの）

が明瞭に判明するものとしてください。 

(2) 返信用封筒 

• 1通（定形封筒(90×205mm）に 110円切手を貼付し、宛先を明記したもの） 

• 受付票の返送に使用します。 

 

6 提出方法 

郵送により受付します。 

 

7 利用目的及び個人情報の保護 

履歴情報の預託により取得した情報は、当協会に加入する学校の教員採用 

担当教職員のみが教員採用業務のために利用します。 

 

8 預託受付後の当協会及び私立学校の対応 

 (1) 受付票を返送するとともに、履歴情報は当協会内に保管し管理します。 

(2) 私立学校では個々の学校がそれぞれ独自に教員の採用を行うため、教員を

採用する学校は採用希望者の中から書類選考を行い、直接本人に連絡の上、

試験・面接等を実施して採用を決定します。必要に応じて、学校の指示に  

より学校に履歴書を提出してください。 

(3) 履歴情報の預託後、有効期限内に連絡がないこと、又は複数の私立学校 

から連絡があることがあります。 

なお、就職を希望する学校に教員採用の有無を問い合わせることは自由 

です。 

 

9 注意事項 



(1) 取得免許が次の教科である場合は、それぞれに次に掲げる事項を履歴情報

に記載してください。 

国語 

現代文、漢文、古文に係る専攻科目 

地理・歴史 

世界史、日本史、地理に係る専攻科目 

公民 

現代社会、倫理、政治・経済に係る専攻科目 

理科 

物理、化学、生物、地学に係る専攻科目 

保健体育 

得意種目 

工業 

担当教科 

英語 

TOEIC・TOEFL を受験された方は点数と実施年月を、英検は取得の級と 

取得年月 

 

(2) 住所等履歴情報の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに「はがき」  

または「ＦＡＸ」等書面にてご連絡ください。 その際、受付番号、氏名、 

教科、受付日を記載してください。 

(3) 就職その他履歴情報の預託が不要となった場合は、その旨を(2)と同じ 

要領で必ずご連絡ください。  

(4) 預託の有効期限後は、提出書類は廃棄いたしますのでご了承ください。 

 

10 連絡先 

熊本県私立中学高等学校協会（熊本県私学協会） 

〒862-0976 熊本市中央区九品寺２丁目２-５１ 

TEL（096)372-5221 

FAX（096)372-5235 

URL：http://k-shigaku.com/ 

 

 

 

  付 則 

１ この要項は、令和３年６月１日から施行する。 

２ この要項の施行の際現に、この要項の趣旨により事実上預託されている 

履歴情報は、預託者が了解しない場合を除き、この要項に基づいて預託 

されたものとみなし、第８に定める受付票を返送するものとする。 

http://k-shigaku.com/

